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関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文
（
弁
理
士
法
施
行
令
部
分
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

弁
理
士
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
（
第
五
条
関
係
）

弁
理
士
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
認
定
手
続
に
関
す
る
税
関
長
に
対
す
る
手
続
）

（
認
定
手
続
に
関
す
る
税
関
長
に
対
す
る
手
続
）

第
一
条

弁
理
士
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
手
続

第
一
条

弁
理
士
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
手
続

は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
（
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
九
条
の
九
第

一
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者
等
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
次
に
掲
げ
る
手
続
で
あ
っ
て
、
関
税
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者
等
が
行
う
も
の

イ

関
税
法
第
六
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
手
続
に
係
る
税
関
長
の
通
知
の
受

領
ロ

関
税
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め

ハ

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
意
見
の
陳
述

ニ

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述

ホ

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述

二

輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
次
に
掲
げ
る
手
続
で
あ
っ
て
、
関
税
法
第
六
十
九
条

の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者
等
が
行
う
も
の

イ

関
税
法
第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
手
続
に
係
る
税
関
長
の
通
知
の

一

関
税
法
第
六
十
九
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
手
続
に
係
る
税
関
長
の
通
知
の
受
領

受
領

ロ

関
税
法
第
六
十
九
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め

二

関
税
法
第
六
十
九
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め

ハ

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
意
見
の

三

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
六
十
二
条
の
十
一
第
一
項
の
規

陳
述

定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
意
見
の
陳
述



- -2

ニ

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述

四

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述

ホ

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
二
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述

五

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述


